
RI2005-1

鉄道重大インシデント調査報告書

名古屋鉄道株式会社尾西線日比野駅構内における鉄道重大インシデント

（列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該

作業をしている区間を走行した事態に係る鉄道重大インシデント）

平成１７年 ２ 月２５日

航空・鉄道事故調査委員会



本報告書の調査は、名古屋鉄道株式会社尾西線日比野駅構内の鉄道重大

インシデントに関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法に基づき、航空・

鉄道事故調査委員会により、鉄道事故の防止に寄与することを目的として

行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造
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鉄道重大インシデント調査報告書

鉄 道 事 業 者 名：名古屋鉄道株式会社

インシデント種類：工事違反 鉄道事故等報告規則第４条第１項第５号の列車(

の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車

)が当該作業をしている区間を走行した事態

発 生 日 時：平成１６年１月２１日 ０時０３分ごろ

発 生 場 所：愛知県海部郡佐屋町

尾西線 日比野駅構内

弥富駅起点 ６ｋ５４８ｍ付近

平成１７年２月１０日

航空・鉄道事故調査委員会（鉄道部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造

委 員 楠 木 行 雄

（ ）委 員 佐 藤 泰 生 部会長

委 員 中 川 聡 子

委 員 宮 本 昌 幸

委 員 山 口 浩 一

１ 鉄道重大インシデント調査の経過

１.１ 鉄道重大インシデントの概要

名古屋鉄道株式会社の尾西線佐屋駅発津島駅行き上り回送第Ｋ２４６０列車（２両

編成）は、平成１６年１月２１日（水 、佐屋駅を定刻（０時０１分）より約３０秒）

遅れて出発した。運転士は、速度約７５ で惰行運転中、前方（前後左右は進行km/h

方向を基準とする ）の佐屋１４号踏切道内の上り軌道上に、ヘッドライトを点灯さ。

せている作業用車（軌道上及び一般道路を走行できる作業用車）を約１６０ｍ手前で

発見し、非常ブレーキを使用したが間に合わず、当該作業用車と衝突し、当該踏切を

約５４ｍ行き過ぎて停止した。

列車の乗務員（運転士１名、車掌１名 、同乗していた同社の社員（３名）及び当）

該作業用車の付近にいた作業員（４名）に死傷者はいなかった。

列車は、先頭車両の連結器及び空気配管等が損傷した。また、当該作業用車は、運



国土交通省令は 「航空・鉄道事故調査委員会設置法第２条の２第４項の国土交通省令で定める重大な事故及１ 、

。び同条第５項の国土交通省令で定める事態を定める省令」第２条第６号をさす

当該軌陸車の鉄車輪は、左右の車輪の間が電気的に絶縁されており、軌道短絡しない構造である。２

同社では保守用車両及び軌陸車等をトロリと呼び、それを使用して線路内で作業をするときの責任者を「トロ３

リ使用責任者」と呼んでいる。
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転台等が大破したが火災の発生はなく、衝突の弾みで線路上を津島駅方に約４０４ｍ

押し出された位置で停止した。

１.２ 鉄道重大インシデント調査の概要

1.2.1 調査組織

本件は、鉄道事故等報告規則第４条第１項第５号の「列車の運転を停止して行う

べき工事又は保守の作業中に 列車が当該作業をしている区間を走行した事態 工、 」（

事違反）に該当し、作業開始の承認を与えた後に、当該作業をしている区間を列車

が走行したものであり、国土交通省令 の定める、特に異例と認められるものとし
１

て調査対象となったことから、航空・鉄道事故調査委員会は、平成１６年１月２１

日、調査を担当する主管調査官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。

中部運輸局は、本重大インシデント調査の支援のため、職員を現場に派遣した。

1.2.2 調査の実施時期

平成１６年１月２２日及び２３日 現場調査及び口述聴取

1.2.3 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 運行の経過

重大インシデントの発生に至るまでの経過は、名古屋鉄道株式会社（以下「同社」

という ）の上り回送第Ｋ２４６０列車（以下「本件列車」という ）の運転士（以下。 。

「運転士」という 、日比野駅の当務駅長を務めていた助役（以下「当務駅長」とい。）

。） （ 、 「 」 。）う 及び作業用車 軌道上及び一般道路を走行できるもの 以下 軌陸車 という
２

の使用責任者（以下「トロリ使用責任者 」という ）の口述によれば、概略次のとお３ 。

りであった。

本件列車の運転士(1)

、 （ ）本件列車は １月２０日の佐屋駅行き下り普通第２３６３Ｇ列車 旅客列車



「運転通告券」とは、通常は閉そく方式の変更等があった場合に、駅長から乗務員にそれを通告するために用４

いるものであるが、同社ではトロリ使用手続の際にもこれを使用することとしている。
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が、同駅から上り回送列車として折り返したもので、日比野駅を発着する最後

の列車である。下り普通第２３６３Ｇ列車の佐屋駅到着が約１分遅れたため、

本件列車は、定刻（１月２１日、０時０１分）より約３０秒遅れて佐屋駅を出

発した。

速度約７５ で惰行運転中、前方の日比野駅構内で明かりが見えたが、km/h

６分ほど前に下り第２３６３Ｇ列車を運転しているとき、同駅で作業員の姿を

見掛けていたので、工事のための明かりだろうと思いそのまま進行した。

その後、佐屋１４号踏切道（以下「本件踏切」という ）内の本件列車の進。

路となる軌道上に、ヘッドライトを点灯させている軌陸車を約１６０ｍ手前で

発見したため、気笛吹鳴とともに非常ブレーキを使用したが間に合わず、その

軌陸車に衝突した。

なお、本件踏切の踏切反応灯は点灯しており、踏切遮断機及び踏切警報機は

作動していた。

当務駅長(2)

、 。１月２０日は 本件列車の出発後に線路内作業が行われることになっていた

このため、１５時ごろに、運転通告券 を作成し、発行者印を押印した後、駅４

事務室内に設置されている連動装置の制御盤の側面にマグネットで留めてい

た。

本件列車が日比野駅に到着する５、６分前の２３時５７、５８分ごろに、

その運転通告券を駅事務室の入口付近に設置されている通告箱に入れた後、

入口のシャッターを半分ほど閉めてから日報整理等の作業に入った。

その後、列車接近ブザーが鳴動し、本件列車が到着するなと思っていたと

ころ、運転通告券を受け取る際に、いつも駅事務室に立ち寄って挨拶（声掛

け）していくトロリ使用責任者が、当日は来なかったので多少気掛かりだっ

たが、そのまま日報整理等の作業を続けていた。

いつも最後の列車を見送ってから、駅の周辺に異常がないか確認して戸締

まりをしているので、その日も同じように駅事務室から出ようとしたとき、

本件列車の気笛がけたたましく鳴ったので、慌てて外に出たところ、本件踏

切内に止まっている軌陸車と接近してくる本件列車が見え、その直後に衝突

した。

トロリ使用責任者(3)

１月２０日は、２３時３０分ごろに日比野駅に隣接している日比野変電所
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資材置場に集合し、工事会社の作業員と打ち合わせを行った。作業には運転

通告券が必要なため、打ち合わせの後、日比野駅に行き、２４時００分ごろ

に通告箱から運転通告券を取り出した。

このとき、駅事務室入口のシャッターが半分ほど閉まっていたので、既に

上りの終列車は出発したものと思い、通告箱から取り出した運転通告券の記

載事項と番号で自分が携帯するべきものであることを確かめて、作業員に軌

陸車を上り軌道上に据え付けるよう指示した。なお、同社の内規ではトロリ

使用責任者に対して列車が出発若しくは通過及び到着したことの確認を義務

付けておらず、その日も列車の確認は行っていない。

作業員が軌陸車を右側から本件踏切内の上り軌道上に据え付けたのとほぼ

同時に、踏切警報機が鳴動した。当該軌陸車の左右の鉄車輪間が絶縁されて

いることは作業前に聞いていたが、長年使用された古い車両だったので、絶

縁不良により鉄車輪で軌道短絡が発生したものと思い、軌陸車の鉄車輪を上

げるよう作業員に慌てて指示した。

その後、佐屋駅方の線路から明かりが見えてきたので確認したところ、本

件列車が進行してくるのが分かった。このため、軌陸車の前照灯をパッシン

グして本件列車に危険を知らせようとしたが、止まりそうになかったので線

路外に避難した直後に、本件列車が軌陸車に衝突した。しばらくして、他の

作業員から、衝突により押し出された軌陸車は日比野１号踏切道付近で停止

している旨の連絡を受けた。

なお、本件踏切に踏切支障報知装置（押しボタン）が設置されていること

は、気が付かなかった。また、列車防護用具は別の場所に止めた自動車の中

に入れており、携帯してはいなかった。

本重大インシデントの発生は０時０３分ごろであった。

（付図１、２、３及び写真１、２、５参照）

２.２ 鉄道施設及び車両の損傷に関する情報

2.2.1 鉄道施設の損傷状況

な し

2.2.2 車両の損傷状況

先頭車両の連結器、空気配管等が損傷した。

（写真３参照）

２.３ 鉄道施設及び車両以外の物件の損傷に関する情報
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軌陸車の運転台、駆動装置等が損傷した。

なお、軌陸車の最大積載時の車両総重量は、５,０４５ である。kg

（写真４参照）

２.４ 関係者に関する情報

2.4.1 当務駅長に関する情報

( 経験、教育訓練及び適性検査等1)

当務駅長（日比野駅助役 男性 ５３歳）は、平成２年７月より駅助役の職

に就き、平成９年６月から日比野駅の助役を務めていた。

運転通告券の発行については、助役登用前の平成２年６月に教育訓練を受

けており、既に１０年程度の経験があり、記載内容等については承知してい

る。しかし、トロリ使用に係る運転通告券の発行については、隣接する津島

駅や佐屋駅で行うことが多く、日比野駅ではあまり行うことがなく、他の駅

での経験を含め今までに５、６回程度であった。

また、その５、６回すべてにおいて、そのときのトロリ使用責任者が運転

通告券を受け取る際、挨拶（声掛け）していった。

なお、同社において実施した直近の適性検査の結果に異常は見られなかっ

た。

(2 勤務状況)

直近の勤務状況については、以下のとおりで特に問題は見られなかった。

１月１３日、１４日 泊まり勤務

１月１５日、１６日 公休

１月１７日、１８日 泊まり勤務

１月１９日 日勤

１月２０日、２１日泊まり勤務

2.4.2 トロリ使用責任者に関する情報

（ ） 、 、 、トロリ使用責任者 男性 ３４歳 は 同社へ入社後 同社の電気設備等の設計

施工及び保守を行う子会社へ出向となり、平成７年４月から電力関係の電気工事等

の業務に従事していた。

また、平成１１年５月に同社の施設本部長から「工事指揮者資格認定証」の発行

を受けており、同年１０月からはトロリ使用責任者として、同社から請負った電気

工事等に携わっており、トロリ使用責任者としての経験は豊富であったが、当該工

事で軌陸車を使用するのは当夜が最初であった。

なお、直近に実施した適性検査の結果に異常は見られなかった。
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2.4.3 乗務員に関する情報

運転士 男性 ３３歳

甲種電気車運転免許 平成７年１１月１０日

２.５ 鉄道施設及び車両に関する情報

2.5.1 本件踏切の概要

踏切種別 第１種踏切道（踏切遮断機及び踏切警

報機が設置されている踏切道）

単・複線の別 複線

障害物検知装置 なし

踏切支障報知装置（押しボタン） あり

列車からの見通し距離 ６００ｍ

警報開始から列車の踏切到達

までの時間（設計値） ５１秒

2.5.2 車両の概要

車 種 直流電車（ＤＣ１,５００Ｖ）

編成両数 ２両

編成定員 ２６０名（座席定員８８名）

記号番号

進行方向→

２.６ 運転取扱い等に関する情報

2.6.1 工事等の概要

今回の工事は、日比野変電所の弥富駅方き電線改良工事を行うもので、同社から
．

子会社に発注されていた。平成１６年１月８日付けで子会社から同社に工事着手届

出があり、工期は同年３月１９日までの予定であった。

本重大インシデント発生時の工事は、本件列車が日比野駅を発車してから、翌朝

の最初の列車（下り列車）が日比野駅に到着するまでの間に、佐屋駅～日比野駅間

の電柱建替えのための作業等を予定していた。作業は軌陸車３台（本件列車と衝突

した基礎掘削用ダンプ車１台 ビーム高上げ用クレーン車２台 と作業員１１名 ト、 ） （
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ロリ使用責任者１名を含む ）で行う計画であり、本重大インシデント現場には作。

業員４名（トロリ使用責任者１名を含む ）がいた。。

工事は子会社が元請となり、その下請の工事会社２社が施工することとなってい

た。

2.6.2 当務駅長の運転通告券の取扱い

本重大インシデントで使用した運転通告券は、通常、閉そく方式の変更等があっ

た場合に駅長から乗務員にそれを通告するために用いるものであるが、同社の内規

「トロリ使用手続」により、このような線路内作業等を行う場合についてもこの運

転通告券を使用することとしている。

この内規では、運転通告券は駅長が取り扱うこととされており 「駅長は、終列、

車が自駅を出発もしくは通過し、または自駅に到着したことを確かめたうえ、運転

通告券に責任者名及び終列車出発（もしくは通過または到着）と記入し、押印のう

え通告箱に入れておくこと 」と定められており、当務駅長は、この規定を知って。

いたとしているが、１月２０日の１５時ごろ事前に運転通告券の作成並びに押印を

行い、本件列車が自駅を出発したことを確かめることなく、まだ到着していない

２３時５７、５８分ごろに、その運転通告券を通告箱に入れていた。

なお、運転通告券への終列車出発（若しくは通過又は到着）の記入については、

実際には、写真５右下のようなスタンプを用いており、更に、出発若しくは通過の

場合には「出発」に、到着の場合は「到着」に、ペンで○印を付すこととされてい

た。しかし、当日の運転通告券には、下り列車・上り列車ともに、いずれにも○印

は付されていなかった。

（写真５参照）

2.6.3 トロリ使用責任者の取扱い

同社では、トロリを本線において使用する場合は、2.6.2に記述した内規「トロ

リ使用手続」によることとしている。この内規では、運転通告券に記載された事項

を確認してからトロリを運転（使用）することとされているが、運転通告券は駅長

が最後の列車の出発等を確かめた上で発行するものであることから、トロリ使用責

任者が記載された列車の出発時刻を列車ダイヤで調べ、その時刻が過ぎていること

等を確認することとはされていない。本重大インシデントのときもトロリ使用責任

者は、軌陸車を上り線上に据え付ける前に、最後の列車である本件列車が出発した

ことを確認しなかった。

なお、この内規では 「トロリ使用責任者は、手信号灯、信号炎管を携帯するこ、

と 」とされていたが、同社によると、この規定は初列車の防護のためのもので、。
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作業開始時には携帯する必要がないとのことであり、２.１(3)に記述したように当

該トロリ使用責任者は列車防護用具を携帯していなかった。

２.７ 本重大インシデント現場に関する情報

本件列車は、弥富駅起点６ｋ５４８ｍ（以下「弥富駅起点」は省略 ）にある本件。

踏切内で軌陸車に衝突後、約５４ｍ行き過ぎて、６ｋ６０２ｍ付近で停止していた。

また、軌陸車は、衝突により津島駅方に約４０４ｍ押し出され、６ｋ９５２ｍ付近で

停止していた。なお、軌陸車は駐車ブレーキを使用していなかった。

（付図３参照）

２.８ 気象に関する情報

当時の重大インシデント現場付近の天気 晴れ

３ 事実を認定した理由

３.１ 解析

3.1.1 当務駅長の運転通告券の取扱い

2.4.1(1)に記述したように当務駅長は、それまで、そのときのトロリ使用責任者

が運転通告券を受け取る際に、必ず駅事務室に立ち寄って挨拶（声掛け）をしてい

たことから 本重大インシデントのときも同じようにトロリ使用責任者から挨拶 声、 （

掛け）があり、まだ本件列車が自駅を出発していない場合には、その旨を伝えるこ

とができるので、2.6.2に記述した同社の内規と違う取扱いを行っても問題ないと

考え、本件列車が日比野駅を出発する以前に運転通告券を通告箱に入れたものと考

えられる。

3.1.2 トロリ使用責任者の作業開始前の取扱い

２.１(3)からトロリ使用責任者は、自分が携帯するべき運転通告券を受け取った

ことにより、運転通告券に記載されている本件列車の出発時刻等をダイヤで調べ、

その時刻が過ぎていること等による列車の確認をせずに、既に本件列車は出発した

ものと思い、作業員に軌陸車を線路上に据え付けるように指示したものと考えられ

る。

なお、この際、駅事務室入口のシャッターが半分ほど閉まっていたので、駅長へ

の挨拶（声掛け）は行わなかったものと考えられる。
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3.1.3 トロリ使用手続

同種事態の再発を防止するためには、2.6.2に記述した同社の内規どおり、当務

駅長が運転通告券の発行を終列車の自駅出発後にすべきことは言うまでもないが、

関係者間の情報伝達を確実なものとするとともに、作業の安全を自ら確認する観点

から、トロリ使用責任者が運転通告券を受け取る際、記載されている終列車の出発

等を駅長に確認することが有効である。

このため、軌陸車のように質量の大きいものを軌道上で使用するときには、運転

通告券の授受は手渡しによることが必要であると考えられる。

3.1.4 緊急時の列車の停止方法

２.１(1)及び(3)に記述したように、トロリ使用責任者は、軌陸車の前照灯のビ

、 、 、ームを上下させて合図し 本件列車を停止させようとしたが 運転士には伝わらず

軌陸車に衝突した。衝突後、本件列車は約５４ｍ行き過ぎて、６ｋ６０２ｍ付近で

停止したが、軌陸車は駐車ブレーキが使用されていなかったことから、衝突により

、 。津島駅方に約４０４ｍ押し出され ６ｋ９５２ｍ付近で停止したものと推定される

しかし、本件踏切には、2.5.1で記述したとおり、踏切支障報知装置（押しボタ

ン）が設置されていることから、線路上に明かりを発見した時点で、このボタンを

操作していれば、また、踏切警報機が鳴動した時点で、列車接近を疑って早期に対

応していれば、軌陸車への衝突は回避できた可能性も考えられる。

なお、トロリ使用責任者がこのボタンを操作しなかったのは、踏切支障報知装置

（押しボタン）が設置されていることに気付いていなかったことが関与したものと

考えられる。

また、2.6.3で記述したように同社では、列車防護用具は初列車の防護のための

ものであるとしているが、本重大インシデントのような不測の事態に備えて、作業

開始時から列車防護用具を携帯させることが必要であると考えられる。

４ 原 因

本重大インシデントは、当務駅長が本件列車の出発前に運転通告券を発行し通告箱

に入れたため、これを受け取ったトロリ使用責任者の指示により、作業員が線路内に

軌陸車を入れたことにより発生したものと推定される。

当務駅長が本件列車の出発前に運転通告券を発行し通告箱に入れたことについて

は、それまでの経験から、運転通告券を受け取っていくときに、トロリ使用責任者か



「線路閉鎖」とは、線路などの保守及び工事のため、その区間に列車又は車両の進入を抑止する措置をいう。５
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らの挨拶（声掛け）があると思い込んでいたことが関与したものと考えられる。

５ 所 見

線路内作業、列車運行等の安全を確保するため、軌陸車のように質量の大きいもの

を軌道上で使用する場合には、線路閉鎖 によることとするなど作業実態に応じた運５

転取扱い手順とするよう規程類の見直し・整備を行うとともに、子会社の社員を含む

関係者に対して安全意識の向上を図り、見直し・整備されたこれらの規程類を厳守さ

せることが重要である。

６ 参考事項

６.１ 国土交通省が本重大インシデント後に講じた措置

国土交通省中部運輸局は、平成１６年１月２１日付けで同社あてに、同種事態の再

発防止のため必要な対策を講じるよう厳重に警告した。

６.２ 同社が本重大インシデント後に講じた再発防止対策

同社は、中部運輸局からの警告書を受け、同種事態の再発防止について平成１６年

３月４日付けで同局に報告した。

同報告における主な再発防止対策は、以下のとおりである。

(1) 当面の対策として既に実施したもの

① 運転関係従事員に対し関係規程類を再教育した。

② 運転通告券は駅長からトロリ使用責任者へ手渡しすることとして、それを

関係者に徹底した。

(2) 今後実施するもの

保守用車両、軌陸車等を使用する場合は、線路閉鎖による取扱いとするなど

夜間作業に関する規程類の見直しを行う。
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付図２　重大インシデント現場付近の地形図

名古屋本線

津島線

ＪＲ関西線

須ヶ口

新名古屋

N

重大インシデント現場

列車進行方向

-11-



津
島
駅
方

軌
陸
車
と
衝
突

通
告
箱
設
置
箇
所

付
図
３
 
重
大
イ
ン
シ
デ
ン
ト
現
場
略
図

作
業
員
集
合
場
所

列
車
進
行
方
向

軌
陸
車
を
上
り
線
に

据
え
付
け
た
経
路

（
日
比
野
駅
構
内
）

佐
屋
駅
方

日
比
野
駅
舎

ホ
ー
ム

日
比
野
変
電
所

資
材
置
き
場

（
下
り
線
）

（
上
り
線
）

本
件
列
車
停
止
位
置

（
６
ｋ
４
９
６
ｍ
）

（
６
ｋ
３
８
８
ｍ
）

場
内
信
号
機 佐
屋
１
４
号
踏
切
道

（
６
ｋ
５
４
８
ｍ
）

（
５
ｋ
１
５
３
ｍ
）

約
１
６
０
ｍ
手
前
で

踏
切
警
報
開
始
点

（
６
ｋ
９
６
９
ｍ
）

日
比
野
１
号
踏
切
道

（
６
ｋ
６
０
２
ｍ
）

軌
陸
車
停
止
位
置

（
６
ｋ
９
５
２
ｍ
）

（
衝
突
後
約
４
０
４
ｍ
移
動
）

（
衝
突
後
約
５
４
ｍ
走
行
）

軌
陸
車
を
発
見

-12-



写真１　日比野駅と本件踏切

写真２　列車からの見通し状況
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写真３　車両の損傷状況 写真４　軌陸車の損傷状況

写真５　運転通告券

（正常な連結器の状態）

連結器胴受損傷

空気及び電気連
結器損傷 空気配管折損

ステップ損傷

鉄車輪

運転台及びエンジン大破

（当日使用した運転通告券）

工事番号

発行者印

　　工事責任者名
（トロリ使用責任者名）

いずれかに○印を
付すことになって
いた
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資料１ 平成１６年の鉄道事故調査報告等について

資料２ 平成１６年の鉄道重大インシデント調査報告

等について

資料３ 平成１６年鉄道事故調査統計

（当委員会が調査を実施したもの）

資料４ 平成１６年鉄道重大インシデント調査統計

（当委員会が調査を実施したもの）



資料１ 平成１６年の鉄道事故調査報告等について

(1) 鉄道事故調査報告等件数
（単位：件）

鉄 道 事 故
勧 告 建 議 所 見 経 過 報 告

調 査 報 告 書

１７ ０ ０ ３ ０

勧 告：航空・鉄道事故調査委員会設置法第２１条に定める国土交通大臣への勧告をいう。（注）１

２ 建 議：航空・鉄道事故調査委員会設置法第２２条に定める国土交通大臣又は関係行政機

関の長への建議をいう。

３ 所 見：鉄道事故の防止又は鉄道事故等の調査に関して行う意見の表明をいう。

(2) 鉄道事故調査報告書一覧

ＲＡ２００４－１（平成１６年 ２ 月２７日 公表） ４件

Ⅰ 南海電気鉄道株式会社 高野線紀伊細川駅～紀伊神谷駅間 列 車 脱 線 事 故

（平成15年 2月24日事故発生）

Ⅱ 高 松 琴 平 電 気 鉄 道 株 式 会 社 志 度 線 房 前 駅 構 内 列 車 脱 線 事 故

（平成15年 3月 5日事故発生）

Ⅲ 東日本旅客鉄道株式会社 飯山線横倉駅～森宮野原駅間 列 車 脱 線 事 故

（平成15年 3月28日事故発生）

Ⅳ 東海旅客鉄道株式会社 中央線田立駅～南木曽駅間 列 車 火 災 事 故

（平成15年 8月30日事故発生）

ＲＡ２００４－２（平成１６年 ４ 月３０日 公表） ３件

Ⅰ 京阪電気鉄道株式会社 京阪本線香里園駅～寝屋川市駅間 列 車 脱 線 事 故
(踏切障害に伴うもの)

（平成15年 8月19日事故発生）

Ⅱ 西 武 鉄 道 株 式 会 社 池 袋 線 大 泉 学 園 駅 ～ 保 谷 駅 間 列 車 脱 線 事 故
(踏切障害に伴うもの)

（平成15年 9月16日事故発生）

Ⅲ 銚子電気鉄道株式会社 銚子電気鉄道線観音駅～本銚子駅間 列 車 脱 線 事 故
(踏切障害に伴うもの)

（平成15年11月18日事故発生）



ＲＡ２００４－３（平成１６年 ６ 月２５日 公表） ２件

Ⅰ 日本貨物鉄道株式会社 東海道線東京貨物ターミナル駅構内 列 車 脱 線 事 故

（平成15年 5月22日事故発生）

Ⅱ 長良川鉄道株式会社 越美南線福野駅～美並苅安駅間 列 車 脱 線 事 故

（平成15年 7月21日事故発生）

ＲＡ２００４－４（平成１６年 ８ 月２７日 公表） ５件

Ⅰ 九州旅客鉄道株式会社 長崎線肥前長田駅～小江駅間 列 車 脱 線 事 故

（平成15年 7月18日事故発生）

Ⅱ 四 国 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 土 讃 線 阿 波 川 口 駅 構 内 列 車 火 災 事 故

（平成15年 8月26日事故発生）

Ⅲ えちぜん鉄道株式会社 三国芦原線福大前西福井駅～新田塚駅間 列 車 脱 線 事 故
(踏切障害に伴うもの)

（平成15年10月25日事故発生）

Ⅳ 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 石 巻 線 前 谷 地 駅 構 内 列 車 脱 線 事 故

（平成15年 7月26日事故発生）

Ⅴ 北 海 道 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 根 室 線 直 別 駅 構 内 列 車 脱 線 事 故

（平成15年 9月26日事故発生）

ＲＡ２００４－５（平成１６年１０月２９日 公表） ２件

Ⅰ 北海道旅客鉄道株式会社 富良野線北美瑛駅～千代ヶ岡駅間 列 車 脱 線 事 故
(踏切障害に伴うもの)

（平成15年11月21日事故発生）

Ⅱ 高松琴平電気鉄道株式会社 琴平線瓦町駅～片原町駅間 列 車 脱 線 事 故
(踏切障害に伴うもの)

（平成15年12月 6日事故発生）

ＲＡ２００４－６（平成１６年１２月２４日 公表） １件

富 士 急 行 株 式 会 社 大 月 線 大 月 駅 構 内 列 車 衝 突 事 故

（平成15年11月29日事故発生）

(3) 所見一覧

①日本貨物鉄道株式会社 東海道線東京貨物ターミナル駅構内 列車脱線事故に係る所見

（平成15年 5月22日事故発生：平成16年 6月25日公表）

②九州旅客鉄道株式会社 長崎線肥前長田駅～小江駅間 列車脱線事故に係る所見

（平成15年 7月18日事故発生：平成16年 8月27日公表）



③北海道旅客鉄道株式会社 富良野線北美瑛駅～千代ヶ岡駅間 列車脱線事故（踏切障害に
伴うもの）に係る所見

（平成15年11月21日事故発生：平成16年10月29日公表）



資料２ 平成１６年の鉄道重大インシデント調査報告等について

(1) 鉄道重大インシデント調査報告等件数
（単位：件）

鉄 道 重 大
インシデント 勧 告 建 議 所 見 経 過 報 告
調 査 報 告 書

１ ０ ０ ０ ０

勧 告：航空・鉄道事故調査委員会設置法第２１条に定める国土交通大臣への勧告をいう。（注）１

２ 建 議：航空・鉄道事故調査委員会設置法第２２条に定める国土交通大臣又は関係行政機

関の長への建議をいう。

３ 所 見：鉄道事故の防止又は鉄道事故等の調査に関して行う意見の表明をいう。

(2) 鉄道重大インシデント調査報告書一覧

ＲＩ２００４－１（平成１６年 １０月２９日 公表） １件

箱根登山鉄道株式会社鋼索線公園上駅～中強羅駅間における鉄道重大インシデント

（車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置、運転保安設備等に列車の運転の安

全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態に係る鉄道重大インシデント）

（平成15年11月 4日インシデント発生）



資料３ 平成１６年鉄道事故調査統計（当委員会が調査を実施したもの）

(1) 月別事故調査件数 （単位：件）

種 鉄 道 事 故 軌 道 事 故

類 列車 列車 列車 踏切 道路 鉄道 鉄道 車両 車両 車両 踏切 道路 人身 計

月 人身 物損

別 衝突 脱線 火災 障害 障害 障害 物損 衝突 脱線 火災 障害 障害 障害

１ ２ ２(1)

２ １ １ ２(1)

３ ０

４ ０

５ １ １(1)

６ ４ ４

７ １ １(1)

８ ０

９ １ １

１０ ４ ４

１１ ２ ２

１２ ３ ３(1)

計 ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２０18 (４ ) (1)

（注）１ 鉄道事故調査について
①列車衝突、列車脱線及び列車火災事故については、すべてが調査対象。
②前記以外の事故については、次のいずれかに該当するものが調査対象。
・乗客、乗務員等に死亡を生じたもの。
・５人以上の死傷を生じたもの。
・特に異例と認められるもの。

２ 軌道事故調査については、次のいずれかに該当するものが調査対象。
・乗客、乗務員等に死亡を生じたもの。
・５人以上の死傷を生じたもの。
・特に異例と認められるもの。

３ 月別については、事故発生月による。
４ 列車脱線事故の( )内数字は、踏切障害に伴うものの再掲。

車両脱線事故の( )内数字は、道路障害に伴うものの再掲。５

(2) 重大事故又は大事故に関する調査件数 （単位：件）

種 鉄 道 事 故 軌 道 事 故

類 列車 列車 列車 踏切 道路 鉄道 鉄道 車両 車両 車両 踏切 道路 人身 計

区 人身 物損

分 衝突 脱線 火災 障害 障害 障害 物損 衝突 脱線 火災 障害 障害 障害

０重大事故

１ １大事故

（注）１ 重大事故：死亡者若しくは行方不明者が１０人以上又は死亡者、行方不明者若しくは重傷者が
２０人以上の事故

２ 大 事 故：死亡者若しくは行方不明者が３人以上又は死亡者、行方不明者若しくは重傷者が
６人以上の事故で重大事故以外のもの



(
3
)
調
査
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実
施
し
た
事
故
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覧
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年
月
日

事
業

者
名

線
名

発
生

場
所

事
故
種
類

死
亡
者
数

負
傷
者
数

(
１
)
1
6
.
1
.
2
2
北
陸
鉄
道
株
式
会
社

石
川
線

新
西
金
沢
駅
構
内

列
車
脱
線
事
故

０
０

２
1
6
.
1
.
2
5
近
江
鉄
道
株
式
会
社

本
線

水
口
駅
～
水
口
石
橋
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
１
①
[
１
①
]

（
踏
切
障
害
に
伴
う
も
の
）

３
1
6
.
2
.
3
広
島
電
鉄
株
式
会
社

本
線
（
軌
道
線
）

広
電
西
広
島
停
留
場
～
福
島
町
停
留
場
間
車
両
脱
線
事
故

０
８

（
道
路
障
害
に
伴
う
も
の
）

(
４
)
1
6
.
2
.
5
津
軽
鉄
道
株
式
会
社

津
軽
鉄
道
線

金
木
駅
構
内

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
５
)
1
6
.
5
.
5
東
武
鉄
道
株
式
会
社

伊
勢
崎
線

野
州
山
辺
駅
～
韮
川
駅
間

列
車
脱
線
事
故

２
②

０
（
踏
切
障
害
に
伴
う
も
の
）

(
６
)
1
6
.
6
.
2
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

紀
勢
線

冷
水
浦
駅
構
内

列
車
脱
線
事
故

０
２
２

(
７
)
1
6
.
6
.
1
2
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

因
美
線

因
幡
社
駅
～
智
頭
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
８
)
1
6
.
6
.
2
2
大
井
川
鐵
道
株
式
会
社

大
井
川
本
線

抜
里
駅
～
家
山
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
９
)
1
6
.
6
.
2
2
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

三
江
線

川
戸
駅
～
田
津
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
1
0
)
1
6
.
7
.
1
3
福
井
鉄
道
株
式
会
社

福
武
線

三
十
八
社
駅
～
浅
水
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
１
①

（
踏
切
障
害
に
伴
う
も
の
）

(
1
1
)
1
6
.
9
.
2
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

武
豊
線

東
成
岩
駅
～
武
豊
駅
間

踏
切
障
害
事
故

３
③

３
③
[
３
③
]

(
1
2
)
1
6
.
1
0
.
9
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

身
延
線

寄
畑
駅
～
内
船
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
1
3
)
1
6
.
1
0
.
2
0
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

飯
田
線

羽
場
駅
～
伊
那
新
町
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
４

(
1
4
)
1
6
.
1
0
.
2
1
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

中
央
線

日
出
塩
駅
～
贄
川
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
1
5
)
1
6
.
1
0
.
2
3
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

上
越
新
幹
線

浦
佐
駅
～
長
岡
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
1
6
)
1
6
.
1
1
.
9
小
坂
製
錬
株
式
会
社

小
坂
線

茂
内
駅
～
大
館
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
1
7
)
1
6
.
1
1
.
2
8
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

奥
羽
線

鯉
川
駅
構
内

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
1
8
)
1
6
.
1
2
.
5
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

姫
新
線

月
田
駅
～
中
国
勝
山
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
1
9
)
1
6
.
1
2
.
5
高
千
穂
鉄
道
株
式
会
社

高
千
穂
線

延
岡
駅
～
西
延
岡
駅
間

列
車
脱
線
事
故

０
０

(
2
0
)
1
6
.
1
2
.
2
4
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

江
差
線

茂
辺
地
駅
構
内

列
車
脱
線
事
故

０
０

（
踏
切
障
害
に
伴
う
も
の
）

以
下
余
白

（
注
）
１

番
号
欄
の
(
)
付
き
は
、
調
査
中
の
も
の
で
内
容
に
変
更
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。

２
死
亡
者
数
欄
及
び
負
傷
者
数
欄
の
○
付
き
数
字
は
、
列
車
の
乗
客
、
乗
務
員
以
外
の
数
の
再
掲
で
あ
る
。

３
負
傷
者
数
欄
の
[
]
内
数
字
は
、
重
傷
者
数
の
再
掲
で
あ
る
。



資料４ 平成１６年鉄道重大インシデント調査統計（当委員会が調査を実施したもの）

(1) 月別重大インシデント調査件数 （単位：件）

月 調 査 件 数 イ ン シ デ ン ト

別 鉄道 軌道 の 種 類

１ ２ 列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該作

業をしている区間を走行した事態に係る重大インシデント

列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該作

業をしている区間を走行した事態に係る重大インシデント

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

計 ２ ０

（注）月別については、重大インシデント発生月による。



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




